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午前 ９時５９分 開 議 

〇（隅田委員長） ただいまから福祉民生常任委員

会を開会いたします。 

 事務局より諸般の報告をいたさせます。 

〇（置田局長） ご報告を申し上げます。 

 ただいまの出席委員数は７名、全員出席でありま

す。 

 以上であります。 

〇（隅田委員長） 本日は、各委員にご連絡してお

りました案件に加えまして留辺蘂総合支所より北見

市立養護老人ホーム静楽園・留辺蘂ふれあいセンタ

ー民営化についてが追加となっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前 ９時５９分 休 憩 

                       

午前１０時００分 再 開 

〇（隅田委員長） 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 それでは、まず市民環境部及び常呂総合支所から

の報告を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

〇（滝沢部長） おはようございます。北見地区ス

クラムミックス事業に係る常呂自治区のし尿等の処

理についてご報告をさせていただきます。 

 常呂自治区のし尿等の処理につきましては、旧常

呂町における平成６年度から常呂町福山地区にあり

ます自給肥料供給センターにおいて液体肥料を製造

し、畑地に還元する処理を行ってきておりますが、

液体肥料を希望する農家の減少や施設の老朽化に伴

い、スクラムミックス事業での処理の移行に向け、

庁内関係部局において検討を行うとともに、事業の

許可権者であります北海道を初め、関係する置戸町、

訓子府町と協議を進めてまいりました。このたび、

これら協議が調いましたことから、常呂自治区のし

尿等につきましては本年４月１日からスクラムミッ

クスセンターで受け入れ、処理することといたしま

したので、ご報告をさせていただくものでございま

す。 

 詳細につきましては、担当課長から補足説明をさ

せていただきますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

〇（高橋課長） おはようございます。それでは、

私から北見地区スクラムミックス事業に係る常呂自

治区のし尿等の処理について、委員会資料に基づき

説明させていただきます。 

 委員会資料１ページをごらんください。（１）北

見地区スクラムミックス事業の概要についてであり

ますが、北見市、置戸町、訓子府町の１市２町での

し尿及び浄化槽汚泥処理は平成19年４月から北見地

区スクラムミックス事業で実施しております。また、

これまで処理を行ってきました北見地区衛生施設組

合端野処理場は平成19年10月をもって閉鎖しており

ます。スクラムミックス事業は、し尿及び浄化槽汚

泥を浄化センターで下水道汚泥と処理を一元化し、

汚水処理施設を共同で使用するミックス事業と複数

の市町村による下水道施設の共同化・共有化を行う

スクラム事業とあわせて実施するものであります。

スクラムミックスセンターでは、搬入されたし尿及

び浄化槽汚泥から混入物を除去し、貯留後浄化セン

ターへ圧送管で移送し、処理を行っています。 

 なお、スクラムミックスセンターの施設概要につ

きましては、資料５ページから８ページとなってお

りますので、ご参照願います。 

 次に、ア、北見地区スクラムミックスセンターへ

のし尿等受け入れ量と割合の推移について表で示し

ております。スクラムミックス事業計画時の平成

18年に9,761.1キロリットルあった受け入れ量は平

成27年では6,949キロリットルと約2,800キロリット

ル、率にして29％減少しています。なお、常呂自治

区分の平成27年し尿等処理実績825.2キロリットル

を含めました場合は7,774.2キロリットルとなりま

す。 

 次に、資料２ページをごらんください。イ、スク
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ラムミックス事業のし尿等受け入れ及び処理業務に

ついてでありますが、し尿等の受け入れに係るスク

ラムミックスセンターの運転管理では置戸町、訓子

府町の搬入量を含め、北見市と北見市公営企業管理

者による委託契約により行っています。また、スク

ラムミックスセンターで受け入れ後の浄化センター

でのし尿等処理は置戸町、訓子府町の分も含め、北

見市が北見市公営企業管理者へ処理業務を委託して

います。 

 次に、（２）常呂自治区のし尿等処理及び自給肥

料供給センターの現状についてでありますが、常呂

自治区のし尿等の処理は、旧常呂町における平成６

年度から自給肥料供給センターでし尿等を資源に液

体肥料を製造し、畑に還元する処理を行っています。

自給肥料供給センターは、平成６年４月の供用開始

から20年以上を経過しており、当初3,000キロリット

ルを超えていた受け入れ量も人口の減少、下水道や

合併浄化槽の普及により、現在では約800キロリット

ルにまで減少しています。し尿等を資源とした液体

肥料は、利用組合に加入する農家の畑に散布してい

ますが、受け入れ量の減少により液肥の肥料効果が

薄れてきたことなどの理由から散布を希望する農家

が減少しています。また、自給肥料供給センターは

建設後20年以上を経過していることから、今後も施

設を継続していくためには施設の大規模修繕などが

必要になると考えられます。 

 下段表は、自給肥料供給センターでのし尿等受け

入れ量と液肥散布量の推移でございます。 

 次に、資料３ページをごらんください。（３）今

後の常呂自治区のし尿処理についてでありますが、

北見市のし尿等処理はスクラムミックスセンターと

自給肥料供給センターの２施設で行っていますが、

自給肥料供給センターの老朽化が進む中、スクラム

ミックスセンターでは下水道の普及などから、受け

入れ量が当初の約9,000キロリットルから約7,000キ

ロリットルへと年々減少してきております。常呂分

のし尿等を今後スクラムミックスセンター及び浄化

センターで処理することが可能かを庁内関係部局と

検討を行うとともに、許可権者の北海道を初め、置

戸町、訓子府町と協議を行ってきました。結果、ス

クラムミックスセンター及び浄化センターにおいて

常呂自治区分のし尿受け入れが可能な処理量と判断

されるとともに、北海道を初め、置戸町、訓子府町

との協議が調いましたことから、常呂自治区のし尿

等は平成29年４月１日からスクラムミックスセンタ

ーで受け入れ、処理することといたします。 

 なお、自給肥料供給センターへ既に受け入れたし

尿等につきましては、液体肥料として平成29年10月

ころまで畑への散布を行うとともに、タンク内の清

掃等を行い閉所する予定でございます。 

 また、スクラムミックス事業に係る１市２町の処

理費用負担につきましては、処理量の実績に応じ算

出した割合で負担することとしています。 

 下段表では、ア、スクラムミックスセンターへ常

呂自治区分を受け入れした場合の処理想定量と割合

を、イはし尿等の処理費用に係る北見市、置戸町、

訓子府町の負担割合について、現状の常呂分を含ま

ない割合と今後北見市に常呂分を含めた場合の割合

を平成27年実績で比較し、示しております。常呂分

が加わる分、北見市の負担割合は2.67％増となり、

置戸町は0.96％減、訓子府町は1.71％減となること

が想定されます。 

 次に、資料４ページをごらんください。自給肥料

供給センターとスクラムミックスセンターの施設位

置図となっております。 

 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

〇（隅田委員長） 説明が了しました。 

 質疑のある方は発言願います。 

〇（鈴木委員） まずは、この自給肥料供給センタ

ーの跡地の利活用をどうするのか。20年経過してい

るという話でありますけれども、20年経過していて

もそんなに傷んでいるものではないと思うのですけ

れども、何か利活用を考えておられるのか。 

 それから、３ページの北見市分の負担割合が
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2.67％ふえるということでありますけれども、今ま

で自給肥料供給センターの運営費等補助金を出して

いたと思うのですけれども、割合でどのぐらいの増

減になるのか、２点についてお伺いいたします。 

〇（菊池委員） 今、鈴木委員からも質疑があった

のですけれども、施設が20年経過している中で事業

費の残債といいますか、そういうものは現状どのよ

うになっているのか。 

 それから、説明文の中で受け入れ量の減少から液

肥の肥料効果が薄れてきたと書いてあるのですけれ

ども、これはどういう意味を示すのか、ご説明を願

えればと思います。 

 以上です。 

〇（飯田委員） ことし10月まで自給肥料供給セン

ターを利用する、その後閉所ということなのですけ

れども、将来的にこの施設をどういった形にする考

えなのか、解体して壊すのか、それとも何かの形で

利用するのか、その辺の考えがあればお伺いしたい

と思います。 

〇（小笠原支所長） ただいま鈴木委員、飯田委員

からセンター跡地のその後の利用についてというこ

とでご質問をいただきました。 

 鈴木委員ご指摘のとおり、まだ20年程度の建物で

ございますので、建物については今後もこれから地

域の方と細かい話をしていかなければいけないと思

いますけれども、地域の方のご意向に沿うような形、

また、福山地区については避難所がないものですか

ら、私どもとしてはそのような形で活用していけれ

ばという考え方をしてございます。それから、当該

用地には地下タンク等がございますけれども、地下

タンクについては10月で全量散布を完了した後、清

掃して、その後はちょっと寝かせるような形になる

かと思うのですが、途中で何か有利な財源等があれ

ば、その中で後処理をしていきたいという考え方を

してございます。 

 私からは以上でございます。 

〇（川村課長） 鈴木委員からご質問をいただきま

した常呂自治区の分がふえることによる財政効果の

話だと思いますけれども、自給肥料供給センターの

運営管理費につきましては、平成27年度決算ベース

で1,065万3,000円となっております。一方で、スク

ラムミックスに移行することに伴う増額要素といた

しましては、常呂自治区のし尿が加わることで加算

となるし尿処理負担金が225万円、収集運搬業務に係

る委託料の増額が10万円、合わせまして235万円とな

りまして、差し引きスクラムミックス移行に伴う財

政効果といたしましては830万3,000円と算出してい

るところでございます。 

 それから、菊池委員から質問のございました残債

の関係でございますが、自給肥料供給センターにつ

きましては、建設当初北海道の振興補助金、それか

ら過疎債等の地方債と一般財源ということで総額は

５億567万1,000円の事業費で実施してございます。

補助金の関係でございますけれども、北海道の単独

補助でございまして、振興補助金ということで現在

の地域づくり総合交付金に当たります。建設翌年か

ら起算しまして10年を超えていれば補助金の返還等

は生じないということで聞いてございます。また、

起債につきましては過疎債等、地方債を利用してお

りますが、これについては全て償還が完了している

ところでございます。 

 それから、同じく菊池委員からご質問をいただき

ました効果が薄れている部分の話でございますけれ

ども、この辺につきましては人口減、下水道、それ

から合併浄化槽等の普及によりましてし尿の量が減

ってきているという状況があります。さらに、量が

減ってくると同時に入ってくるものについては、今

度簡易水洗という形で水の多いものがふえてきてい

るという状況の中から、そういう肥効成分というの

ですか、成分が薄れているという状況の中で効果が

薄くなってきていると言われております。 

 以上でございます。 

〇（隅田委員長） ほかにご質疑ございませんか。

よろしいですか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇（隅田委員長） なければ、以上で市民環境部及

び常呂総合支所からの報告を了します。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１４分 休 憩 

                       

午前１０時１５分 再 開 

〇（隅田委員長） 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 次に、留辺蘂総合支所からの報告を議題といたし

ます。 

 理事者の説明を求めます。 

〇（若杉支所長） おはようございます。それでは、

留辺蘂総合支所所管の北見市立養護老人ホーム静楽

園・留辺蘂ふれあいセンター民営化につきましてご

報告させていただきます。 

 昨年11月17日に開催されました当委員会におい

て、養護老人ホーム静楽園等の民営化にかかわる募

集要項、選定委員会設置要綱等についてご報告させ

ていただきまして、その後公募に関する事務を進め

てきたところであります。今月、２月７日をもって

公募の申請受け付けが終了したところであります

が、応募がなかったことから経過を含めてご報告さ

せていただきます。今後につきましては、法人が応

募に至らなかった要因などの聞き取り調査を行い、

再公募に向けてスケジュールを含め、募集要項の見

直しなど関係部局とともに検討を進めてまいりたい

と考えております。 

 私からは以上ですが、詳細につきましては担当主

幹から説明させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

〇（近井主幹） 私から北見市立養護老人ホーム静

楽園・留辺蘂ふれあいセンター民営化について、お

手元の委員会資料に基づきましてご説明をさせてい

ただきます。 

 委員会資料１ページをお開きください。（１）公

募の経過及び募集状況についてですが、昨年11月

17日に本委員会にて募集要項、選定委員会設置要綱、

選定要領について報告をさせていただきました。そ

の後、公募の事務を進め、12月13日に市内法人を訪

問し、募集要項の説明を行い、14日に北見市のホー

ムページに募集要項を掲載したところであります。

21日に現地見学会も含む公募説明会を開催したとこ

ろ、市内の１法人の参加がありました。その後、本

年１月10日から20日までの間、質問書の受け付けを

行いましたが、質問書の提出はありませんでした。

１月30日に第１回目の選定委員会を開催し、募集要

項の報告と選定要領についてご審議をいただき、了

承を得たところであります。申請受け付けを２月１

日から行い、７日に締め切りましたが、公募説明会

に参加した法人からの申請はありませんでした。 

 （２）今後についてですが、市内法人への聞き取

り調査を行うとともに、募集要項の見直しを行って

いきたいと考えております。 

 以上で私からの説明を終わらせていただきます。 

〇（隅田委員長） 説明が了しました。 

 質疑のある方は発言願います。 

〇（鈴木委員） きょうは報告だけという形なので

しょうけれども、募集をしたけれどありませんでし

たと。12月13日に市内法人を訪問し、公募について

説明をしたとなっておりますけれども、もっと時間

をかけて丁寧に説明されるべきではなかったのかと

考えます。 

 それと、公募説明会までの時間が10日足らず、そ

れから質問書の受け付けが１月20日までということ

で、これは質問なしと。１月30日に第１回の選定委

員会を開催したということですが、２月１日から２

月７日までですか、申請受け付けまでに時間が余り

にも短過ぎたのではないかと。もう少しきちんと下

調べなりをしなければならないかと考えているので

すけれども、その辺のところはどのように考えてい

るのかお伺いをいたします。 

 また、一生懸命やっているというのはわかるので

すけれども、やはり地元からの食材の調達であると
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か、施設の老朽化であるとか、そういった条件が非

常に悪いことを相手に伝えたのでは、これはなかな

か受け付けられるものではないという気がするので

す。法人のほうも１カ月、２カ月で答えを出せとい

うのは少し無理があるのではないかという気がする

のですけれども、その辺のことをどのようにお考え

なのかお伺いいたします。 

〇（飯田委員） 静楽園の民営化の件については、

過去委員会のほうに報告を受けて、委員会でいろい

ろ質問が出ています。当初、若杉支所長からは直営

でやるよりは民間でやったほうがさまざまな支援が

あって、赤字ではなくて経営的には大丈夫なのだと

いうことで説明を受けて、委員会の中でそうは言っ

てもまだまだ維持管理だとか、いろいろな部分で低

減していかないとなかなか厳しいのではないですか

ということで私も質問をさせていただきました。 

 それで、今回は申請がなかったということで、こ

れから市内の法人に聞き取り調査をして、新しい対

策ということなのでしょうけれども、当初募集をし

たときに、この民間での採算ベースのところはどう

いった形で法人に説明をされたのか。この辺がよく

わからないと原因が何なのかというのがわからない

でこれからもやっても同じようなことになると思う

ので、その辺はどのように捉えているのかお伺いし

たいと思います。 

〇（隅田委員長） 暫時休憩いたします。 

午前１０時２２分 休 憩 

                       

午前１０時２２分 再 開 

〇（隅田委員長） 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 理事者の答弁を求めます。 

〇（近井主幹） 今鈴木委員からご質問があった時

間的な期間ということなのですけれども、今後につ

いてはそういうご意見があるということも踏まえま

して、関係部局ともその期間のベースについても検

討させていただきたいと考えております。 

〇（若杉支所長） 鈴木委員から余り時間をかけな

いで説明が短かったのではないかという部分と、そ

れから、募集期間とこのスケジュールについてもも

う少し時間が必要ではなかったのかと。その辺はお

っしゃるとおりだと思っています。市内10法人につ

いて回ったわけですが、実はその前に挨拶程度の部

分は１度回って、それから公募が始まるということ

で説明させていただいています。その中でその法人

の大まかな今の状況等はお聞きしていますけれど

も、十分な時間、それからすり合わせというか、こ

ちらの考えていることというのは余り、いろいろな

法人がございますから、全然うちはできないという

こともあったのですけれども、今の状況ではどこの

法人も経営的にも新たなものを受け入れるというの

は厳しい状況にあります。 

 それから、今私どもが募集要項の中で提示してい

る食材とか物品は地元でという縛りとか、何も条件

の中に有利なものがございません。飯田委員からご

指摘のあった部分も私どもの試算としては民間に移

譲した場合、新たな給与の補助金だとか、措置費の

変更だとか、いろいろな部分であくまでも私どもの

試算であって相手方に合わない部分が出てきている

と思うのです。ですから、その辺も含めて、今後プ

ラス要件を含めてどの程度の要件を出せば受け入れ

可能かということを、人の確保とか運営資金だとか

も含めて法人もかなり慎重になっておりますから、

この厳しい情勢の中でもう一度関係部局と精いっぱ

い検討して、その辺を詰めた上で市内法人に再公募

するような形で進めていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

〇（鈴木委員） 今各法人については、そんなに潤

沢なお金があるわけではない、経営もそんなに楽な

わけではない、新しいものを取り入れるような要素

がないというご説明をいただきました。それであれ

ば、お先真っ暗な話でありまして、民営化にすると

いうことは合併協議会の中でも決まっていることで

ありますから、平成30年４月１日を目途として今進
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んでいるわけでありますけれども、このことは北見

市内に限定していくのか、それともオホーツク管内

にしていくのか、それともオール北海道にしていく

のか、その辺のところを考えておられるのかお聞き

いたします。 

〇（菊池委員） 今回契約になるかどうか見通しが

なくなったということで、事実上年度越しになるの

かと思いますけれども、契約にならないということ

でスケジュール等にもやはり課題が出てくるでしょ

うし、もしかすると直営から民営になるに当たって、

行政上の課題が何か発生する可能性もありますね。

その点どのようにお考えかということともう一つ、

例えば美幌町での特別養護老人ホームの民営化のと

きの状況を以前に聞いたことがありますけれども、

民営化にすることでの利点を住民に知らせたこと

で、それならいいのではないですかと。つまり、プ

ラスアルファの法人の提案、このように私たちはや

りますと。やはりそういうものがなくて、とにかく

引き継いでくださいというだけだと、それぐらいの

余裕がないとなかなか新しい施設というのは引き受

けにくい、なかなか見通しが立たないという部分が

私はあると思います。そういう点で、以前に実際に

こういうことをやりたいと、逆に言うと北見市がお

願いしますではなくて、いや、うちらならこうやり

ますよと、こういう提案がやはり可能でないと、そ

こには経営上の余裕が非常にない状態になるのでは

ないかなと私は思います。もちろん考えるのは契約

に参加される法人の責任ではありますけれども、何

らかのプラスアルファの考え方をやはりつくってお

互い提案し合う中でやっていかないと、なかなか踏

み切れる条件が見つからなかったようにも私には見

えます。その点、今後ということになりますけれど

も、どのようなお考えになっているかということを

２点目にお伺いします。 

 以上です。 

〇（宮沢委員） 私からは、地元から食材を買って

いただきたいとか、そういう条件を外して、やる側

としては利益を出さなければいけないので、仕入れ

先はどこからでもいいから、やる人の企業努力でや

ってもらえばいいことで、そういう無理難題みたい

な、地元からでなければならないという意見を取っ

払って、要するに受けていただく業者がやりやすい

ような方法をしないとなかなか受け入れられないの

ではないかと思いますけれども、その点についてお

伺いしたいと思います。 

〇（若杉支所長） 菊池委員からいただきました１

つ目の日程スケジュールにつきましては、今のとこ

ろはまだ平成30年４月を目標にしております。これ

がまた変更になるとか延ばさなければならないとい

うことについては、一定程度の市の考え方がまとま

って、こういう再公募でいくということになれば、

また委員会のほうにご相談させていただきたいと思

っています。 

 それから、直営から民営化にすることによって、

新たに市民にとってといいますか、地域にとってプ

ラスになるようないろいろな事業展開ができるので

はないかということですが、その辺については、い

ろいろな法人とも民営化することによって民間の自

由度がございますので、いわゆる介護保険だとか、

特定施設だとか、今いろいろやっている事業もあり

ますけれども、さらにこういうこともできるという

ことも含めて今関係部局と研究して、その辺も提案

しながらいろいろ協議していきたいと考えておりま

す。 

 それから、宮沢委員からいただきました地元の食

材というたがを外してはどうかということで、ご提

案は十分受けとめながら、地元の経済ということも

ありますので、地域とも相談しながらその辺も考え

ていきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇（宮沢委員） それは、やはり引き受けていただ

く法人なり業者に有利なようにしなかったら、ただ

地元の食材を使ってもらうのはいいけれども、そん

なことを条件にしていったって、やる側の希望に沿

ってやらなかったら誰も受け手はないのではない
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か。理想は理想としてわかるけれども、それはある

程度やる側の運営主体に任せなかったらしようがな

いでしょう。そんなところまでたがをはめておいて、

自分たちの思うようにしたいのであれば従来の人が

やればいいだけで、それができないということだか

ら公募しているわけだから。 

〇（若杉支所長） 申しわけございません。１点、

答弁を忘れておりました。鈴木委員からの募集枠を

市外あるいは管内や道内に広げてはどうかという話

なのですが、その辺も含めて検討させていただきま

す。 

 それから、宮沢委員からいただきました余りたが

をはめないでということで、その辺は可能性のある

法人にはいろいろな条件を聞き出しながら、それに

沿うような形でプラス要因などを考えておりますの

で、そこのたがについても検討させていただきたい

と思います。 

〇（鈴木委員） これ以上聞いても答えが出てこな

いのだろうと、きょうは報告という形でしたから。 

 意見とさせていただきますけれども、第３セクタ

ーでありますとか、または菊池委員から言われた、

ぽんと渡されてもだめなので、やはり北見市のノウ

ハウなどを差し上げて、そしてやるべきだろうとい

う意見もわかります。やはり市役所、行政もかかわ

りを持った第３セクターであるとか、そういった方

向に進むということも一つ考えていかなければなら

ないのかと。というのは、100名規模の施設でありま

すから、運営が滞ってしまった、さて閉めてしまう

という話になったらその100名をどうするかと、２名

や３名の施設ではないわけです。そのことは、この

福祉民生常任委員会の我々にとっても相当重たい話

なのです。先ほども明言された平成30年４月１日を

目途にという形でありますけれども、この部分につ

いてはこれを目途として進んでほしいのですけれど

も、ある程度その辺のところも考えていかなければ、

委員長、やはり重たい話だと私は思います。という

のは、民営化にすると言ったときに私たちはこのよ

うな状況になるとは思っていなかったわけです。す

んなり民営化で手を挙げてくれる人が何件かいて、

そして選定委員会が開かれて、ここに決まりました

という報告をいただけると思っていたわけでありま

すけれども、先ほどの若杉支所長の話を聞くとそん

なに簡単に受けてくれないという話であれば、行政

としても何らかの手出しを考えなければならないと

考えますので、その辺のところも含めて今後の協議

の材料にしていただければと考えております。これ

は、本当に福祉民生常任委員会全体の問題でありま

す。本当に重たい問題だと思いますので、その辺の

ところをよろしくお願いいたします。 

〇（隅田委員長） わかりました、意見ということ

で。 

〇（鈴木委員） はい。 

〇（隅田委員長） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇（隅田委員長） なければ、以上で留辺蘂総合支

所からの報告を了します。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時３６分 休 憩 

                       

午前１０時３７分 再 開 

〇（隅田委員長） 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 次に、市民環境部からの報告を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

〇（滝沢部長） 第10次北見市交通安全計画につい

てご報告をさせていただきます。 

 同計画の策定につきましては、昨年６月27日開催

の福祉民生常任委員会におきまして、これまでの経

緯や計画策定の趣旨または策定のスケジュールなど

をご報告させていただいたところでございます。そ

の後、市長が会長を務め、委員は国・道の職員や警

察官を初め、民間関係団体や公募委員並びに市の関

係部局長で構成されます北見市交通安全対策会議で

検討し、パブリックコメントを実施後、同会議で第
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10次北見市交通安全計画が了承されましたことか

ら、その概要につきましてご報告をさせていただき

ます。 

 なお、詳細につきましては担当課長から補足説明

をさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇（長谷川課長） それでは、私から第10次北見市

交通安全計画について、お配りしております委員会

資料によりご説明させていただきます。 

 委員会資料１ページをお開きください。第１章、

計画の概要の１、計画の目的は交通安全対策基本法

に基づき、前の第９次交通安全計画と同様に人命尊

重の理念を踏襲し、交通事故のない社会を目指して

総合的な交通安全対策を推進し、市民の安全確保を

図ることが目的とされております。この計画の前に

策定されました国の第10次交通安全基本計画及び道

の第10次北海道交通安全計画に準拠したものとなっ

ております。 

 次に、２の計画の期間でありますが、国や道と同

様に平成28年度から平成32年度までの５年間となっ

ております。 

 次に、３の計画の基本的な考え方でございますが、

前回の計画策定後の法改正や交通を取り巻く諸条件

の変化に対応し、交通安全教育や交通事故多発地点

の安全性向上などに関する施策の充実を図り、市民

参加、市民協働の視点での施策を展開するとされて

おります。 

 次に、４の計画の位置づけでありますが、交通安

全対策基本法第26条に規定する市町村交通安全計画

として位置づけております。 

 続きまして、第２章、交通事故の特徴と課題の１、

交通事故の特徴でありますが、別冊の計画２ページ

をごらんください。交通事故の発生状況、過去５年

間の推移の表とグラフを掲載しております。平成

23年から平成27年にかけて市内で発生しました交通

事故発生件数は374件から242件へと３割以上減少し

ておりますが、計画の３ページにあります年代別の

ものを見ますと高齢者の割合はほぼ横ばいで推移し

ており、計画の４ページでは類型別交通事故発生件

数の表とグラフを掲載しておりますが、人対車両に

よる事故の割合が徐々に増加していることがわかり

ます。 

 委員会資料に戻っていただき、次に第２章の２、

交通事故のない社会の実現に向けた課題であります

が、交通事故の原因は車両運転者や自転車、歩行者

の不注意によるものが多く、高齢者が加害者となる

事故の割合が増加しており、加齢に伴う身体機能の

低下により運転に支障を来す場合には本人の意思を

尊重した上で、課題として免許証自主返納が促進さ

れるような支援策も検討することとしております。

また、交通安全教室及び交通安全運動の推進による

交通安全意識の向上を図る必要があるとされており

ます。 

 続きまして、第３章の交通安全計画における目標

の１、目標でありますが、交通事故のない社会を達

成することを目標とし、この中に高齢者への運転免

許証自主返納支援策の検討や飲酒運転根絶の啓発活

動の継続も明記されており、次の２にその目標達成

のための重点項目として、高齢者及び子供の安全確

保や地域ぐるみの交通安全対策の推進などが挙げら

れております。 

 続きまして、第４章の交通安全施策についての１、

交通安全教育及び広報活動の充実では、高齢者みず

からの交通安全意識の向上とほかの世代に対しても

高齢者に配慮する意識を高めるための啓発を強化す

ることとしております。また、小・中学生や高校生

に対して自転車利用に関する基礎知識や交通マナー

に係る交通安全教室の充実を図り、あわせて自転車

賠償保険制度の周知も行うこととされております。

そのほか地域や職場などにおける飲酒運転根絶に向

けた取り組みの普及に努めることとされておりま

す。 

 次に、２の道路交通環境の整備では、生活道路に

おける歩行空間の整備や自転車利用環境の総合的整
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備、冬季における道路交通環境の整備などが明記さ

れております。 

 次に、委員会資料２ページをごらんください。３

の救助・救急活動の充実では、救急医療機関及び北

見地区消防組合との緊密な連携・協力関係を確保し、

救助・救急体制及び救急医療体制の整備を推進する

こととしております。 

 次に、４の被害者支援の推進でありますが、現在

交通安全研修センターで実施している交通事故相談

専門員による交通事故相談活動を継続し実施するほ

か、交通事故被害者支援の充実に取り組むとされて

おります。 

 最後に、第５章の計画の推進体制でありますが、

本計画を作成しました北見市交通安全対策会議が全

庁的な連絡調整機能を担い、この第10次の計画の実

施を推進していくこととなりますが、この北見市交

通安全対策会議とは交通安全対策基本法第18条第１

項の規定により北見市交通安全対策会議条例で設置

する組織でございます。 

 私からは以上でございます。 

〇（隅田委員長） 説明が了しました。 

 質疑のある方は発言願います。 

〇（菊池委員） 計画の年度は、平成29年度ではな

くて平成28年度なのですね。北海道と同様にという

のがあるので、そうなのかなと思いますが、この時

期に発表されて平成28年度からの計画ということに

ついて、もし何か理由があれば説明してください。 

 それから、いろいろご説明ありました。やはりア

クセルとブレーキの踏み間違いとか、そういう事故

が北見市でどれぐらい起きているか。徐々に高齢者

が加害者となる事例がふえているという説明でも大

体一致するのかなとは思いますけれども、市民の暮

らしの中でやはりそういう課題が非常にふえている

と思います。まだ計画全体を見ていませんけれども、

この５年の計画の中でそれに対する対策というのは

どんな形で提案されているのかお伺いします。 

 それから、除雪との関係で、ことしはまだまだ雪

は少ないように捉えておりますけれども、交差点な

どにうずたかく雪が積まれる状況の中で非常に見通

しが悪いという場所もたくさんあります。そういう

中で、例えばミラーを設置するとか、一時停止のマ

ークを増設するとか、そういう問題にもなってくる

のかと思います。その点で、そうした事業の推進と

いうものもぜひ入れていただきたいと思うのですけ

れども、その点はどのような内容の計画になってい

るのか。そういうことが書かれている内容があれば

示していただきたい。 

 以上です。 

〇（鈴木委員） 計画の16ページの（２）番ですか、

上段なのですけれども、小学生、中学生及び高校生

に対する交通安全教育の推進ということで、学校で

出前講座でありますとか、そういった形の中で交通

指導、交通安全の呼びかけをしているのでしょうけ

れども、近年春になりますと非常に目立つのが自転

車なのです。自転車に対する教育、罰則も当然ある

わけでありますけれども、その辺のことの周知です

とか、または教育とか、そういったことについて学

校等でどのように推進されているのかお伺いいたし

ます。 

〇（飯田委員） 交通安全計画ということで今出て

おりますけれども、基本的に人的なもののソフト面

というのが中心になっていると思うのです。昨今、

自動車の性能がかなり上がってきて、将来的には自

動運転が出てくるのではないかという中で、今は追

突の防止だとか、そういった車両もかなり出ていま

す。トータル的に交通事故は減っていますけれども、

高齢者の数はちょっとふえているという話だろうと

思うので、そういった自動車のハードの部分の安全

計画というのですか、こういった議論というのはこ

れからどのような形にするのかお伺いしたいと思い

ます。 

〇（加城委員） １つだけなのですが、この交通安

全計画に関してはいいことですので、どんどん推進

していただきたいのですが、先ほどの説明の中で一
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つだけ気になる部分ですが、高齢者の運転免許証の

自主返納の話が出ておりました。それも全国的な流

れの中で自主返納を進めていくということも悪いこ

とではない、確かにそのとおりだと思います。それ

はいいのですけれども、北見市だとか北海道で考え

ると、その自主返納が進んでいかない理由は何かと

いうと、その中の一つでは地域性、公共交通機関が

しっかりしていて、高齢者が自分で車を運転しなく

てもまちまで行ける、病院まで行ける、そういう状

態が整っていないということで自主返納が進んでい

かないという部分が結構この地域では大部分を占め

ていると思います。ですから、行政の中でいろいろ

なことを考えながら、例えばデマンド型バスだとか、

市民環境部だけではもちろんできないことですけれ

ども、いろいろな連絡会議でこの図にもありますけ

れども、ほかの関係部局だとかいろいろなところと

連携しながらやっていくということですから、それ

もどんどん進めていただければいいと思いますし、

どんな形になっているかだけご説明いただければあ

りがたいと思います。 

〇（長谷川課長） まず、菊池委員からご質問があ

りました年度が平成28年度からということで、平成

29年度からではないのかということでございました

けれども、国と道の計画に基づいてつくっていると

いうことで、まず国が平成28年３月11日に第10次の

交通安全基本計画を策定され、北海道では７月19日

に国の計画もとに基づいて第10次の北海道交通安全

計画が策定されています。北見市は、その北海道の

第10次の計画が７月19日に発表されてから、それを

もとに北見市交通安全対策会議によりまして協議を

重ね、12月16日に策定したという形になっておりま

す。私も菊池委員と同じように思ったものですから、

道や国にもう少し早く何とかならないでしょうかと

いうことで道に確認しましたところ、国のほうがそ

ういうことになっていますので、今のところ早めた

りとか国のものを無視してやるという考えはないと

いう回答を得ていますので、５年後また同じような

形で11次の計画をつくることになると思うのですけ

れども、それもやはり国、道、そして北見市という

形で策定していかなければならないのかと思ってお

ります。 

 それと、アクセル、ブレーキの踏み間違いなどに

よる件数についてということで、市内でもあるのか

ということでございましたけれども、こちらは北海

道新聞にも載っていて、テレビのニュースでも間違

いなく私は見たのですけれども、ホームセンターの

中で高齢者の奥さんが後ろを見てバックをする合図

をしていて、運転していた旦那さんが奥さんをひい

て、あと数台の車にぶつけたという事例を確認して

おりますけれども、実際にアクセルとブレーキの踏

み間違いによる件数というのは警察署から発表され

てはいないということですが、今後どのぐらいある

のかというのを聞いてみたいと思っております。 

 それと、雪が多く見通しが悪いということで、ミ

ラーの設置ですとか一時停止を増設してはどうかと

いうご質問でございましたけれども、こういう要望

が町内会などから昨年から今までで100件を超える

件数が来ておりまして、我々でも年に一度は北見警

察署に、部長も入って陳情というかお願いに上がっ

ているところでございます。 

 次に、鈴木委員からのご質問でございましたけれ

ども、小・中学校への出前講座の中で、春になると

自転車の利用が多くなるということで、その辺の周

知の徹底ということでございましたけれども、都会

では実際に自転車にぶつかって人が亡くなられたり

しているということもございまして、北見市ではそ

ういった事例は聞いていないのですけれども、これ

は今までも小・中学生、高校生の自転車の利用者が

多いところには、特に自転車による基本的な知識で

すとか交通マナー、前までは歩道を乗っている方が

多かったのですけれども、車道を通らないといけな

いということにもなっておりますので、そういう交

通マナーの内容の講習を出前講座で行っているとこ

ろでございます。 
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 次に、飯田委員からのご質問でございましたけれ

ども、高齢者へのハードの部分はどのようなことに

なっているかということでございましたけれども、

これは先ほど話に出ていましたが、自動運転による

車の機能が進めば我々もこういう問題はどんどん減

っていくとは思っているのですけれども、私たちか

らそれぞれの自動車メーカーに何かを働きかけると

いうことは一切しておりませんが、今世界であらゆ

る企業がこの自動運転ですとか、そういったアクセ

ルとブレーキの踏み間違いなどの安全に対する機

能、それが販売につながるということで、しのぎを

削って日夜技術を革新しているところでございまし

て、その辺については早く日本の企業がそういった

技術を開発していってくれればと思っております。 

 次に、加城委員から免許証自主返納について地方

では進まない理由ということで、バスとの連携も含

めて考えないといけないということでございます。

私どもも全くそのとおりだと思っております。東京

都でどういった自主返納のサービスをしているかと

いうことを調べましたところ、眼鏡の購入の割引で

すとかレストラン、ホテルの割引、自主返納をした

証明書を見せることによってレストランで常に割引

になるということで商業関係との連携などもされて

おります。しかしながら、交通に関するサービスが

なかなかなくて、我々と同じような地域の美幌町で

はタクシーチケットの配布などで自主返納を推進し

ているというか、対策として行っているということ

でございます。北見市においても、同じような状況

で、都会のように地下鉄ですとかバスが網目のよう

に張りめぐらされるような状況ではございませんの

で、ご指摘いただいたように関係する部局で連携を

図りながら、自主返納されたお年寄りがひきこもり

とか、また活動がなるべく抑えられないような形で

この北見市交通安全対策会議の中で協議していきた

いと思っております。 

 以上でございます。 

〇（伊藤委員） 私は意見です。先ほど加城委員が

高齢者の免許自主返納について言っていましたけれ

ども、これは重大な交通事故にかかわるわけだから、

ちょっと怪しいなという人には強く申し入れをして

おいたほうがいいと思うのです。とにかくブレーキ

とアクセルを間違えることは絶対にないのです。そ

れをなぜ間違えるかというと、昔のマニュアル車に

なれている年配の人がオートマチック車に乗ると、

どうしてもその間違いが出ます。これは、間違いで

はなく覚え間違いです。だから、それをしっかり覚

えて、それで車に乗るのならいいけれども、覚えな

い人にはそういう車に乗るときも十分注意して、な

れてから乗ると。私なんかは、マニュアル車からオ

ートマチックに変わったときに、スムーズに乗れる

ようになるまで10年かかりました。10年前ぐらいか

ら乗っているのだけれども、それでもたまに考えま

す。ペダル２つしかないのだから、あっというふう

に。だから、自分で注意のできる運転をするような

こともいろいろと説明したほうがいいかと。講習会

などに出かけるときにそういうことも年配の方に教

えたほうがいいと思いますので、それもちょっと考

えてください。 

 以上です。 

〇（隅田委員長） 意見として承ります。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇（隅田委員長） 以上で市民環境部からの報告を

了します。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時００分 休 憩 

                       

午前１１時００分 再 開 

〇（隅田委員長） 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 次に、保健福祉部からの報告を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

〇（高畑部長） おはようございます。それでは、

保健福祉部が所管いたします臨時福祉給付金につき
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ましてご説明させていただきます。 

 昨年９月28日から12月30日まで申請受け付けを行

ってまいりました平成28年度臨時福祉給付金及び障

害・遺族基礎年金受給者向け臨時福祉給付金の申請

の受け付け結果がまとまりましたので、ご報告させ

ていただきます。あわせまして、国の平成28年度補

正予算において措置され、今月22日から申請受け付

けを開始いたします臨時福祉給付金、経済対策分の

申請受け付けの概要につきましてもあわせてご報告

させていただきます。 

 私からは以上でございますが、詳細につきまして

は担当主幹からご説明させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇（高橋主幹） 私から臨時福祉給付金につきまし

てご説明させていただきます。 

 資料１ページをごらんください。初めに、平成28年

度臨時福祉給付金及び障害・遺族基礎年金受給者向

け臨時福祉給付金の受け付け結果についてですが、

平成26年４月の消費税率引き上げによる低所得者へ

の影響緩和措置として、また賃金引き上げの恩恵が

及びにくい障害・遺族基礎年金受給者を支援するた

め、申請に基づき対象者へ給付金を支給したところ

でございます。 

 平成28年度の臨時福祉給付金の支給対象者につき

ましては、平成28年１月１日現在、北見市に住民登

録があり、平成28年度市民税が非課税の方となりま

すが、市民税が課税されている方の扶養親族や生活

保護受給者は除かれ、対象者を約２万5,000人と見込

み、対象者１人につき3,000円を支給いたしました。 

 次に、障害・遺族基礎年金受給者向け臨時福祉給

付金の支給対象者につきましては、平成28年度の臨

時福祉給付金の対象者のうち、平成28年５月分の障

害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方と

なりますが、昨年５月から受け付けを実施しました

高齢者向け給付金の受給者を除き対象者を約

1,700人と見込み、対象者１人につき３万円を支給し

たところでございます。 

 申請受け付けは、平成28年９月28日から12月30日

までの３カ月間、まちきた大通ビルを初め、総合支

所及び支所・出張所の窓口へお越しいただく方法と

郵送による受け付けを行い、対象者の方へは10月末

より順次支給を行ったところでございます。 

 周知につきましては、対象と思われる方へ申請書

を送付したのを初め、広報きたみや市のホームペー

ジへの掲載、報道機関などの協力をいただきながら

周知に努めたほか、老人福祉施設などには代理申請

を依頼したところでございます。 

 資料２ページをごらんください。その結果といた

しまして、平成28年度臨時福祉給付金では２万760人

から申請をいただき２万589人へ6,176万7,000円を、

また障害・遺族基礎年金受給者向け給付金では

1,667人から申請をいただき1,028人へ3,084万円を

支給したところでございます。 

 次に、臨時福祉給付金、経済対策分の受け付けに

ついてですが、平成28年度臨時福祉給付金と同じ趣

旨で対象者の要件及び対象者につきましても同数と

なってございます。支給金額につきましては、対応

する期間が平成29年４月から平成31年９月までの２

年半分となりますことから対象者１人につき１万

5,000円を支給することとしております。申請受け付

け方法は、２月22日から５月31日までの３カ月間、

まちきた大通ビルを初め、総合支所及び支所・出張

所の窓口へお越しいただく方法と郵送による受け付

けを行い、対象者の方へは３月末より順次給付金を

支給する予定でございます。周知につきましては、

対象と思われる方へ申請書を送付するのを初め、広

報きたみや市のホームページへの掲載、報道機関な

どの協力をいただきながら周知に努めるほか、児童

福祉施設や老人福祉施設には代理申請を依頼してい

るところでございます。 

 以上で私からの説明を終わらせていただきます。 

〇（隅田委員長） 説明が了しました。 

 質疑のある方は発言願います。 

〇（菊池委員） 申請の結果をご説明いただいたの
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ですけれども、こういう形での給付というのが何度

かあったと思いますけれども、平成28年度臨時福祉

給付金の83％というのはどんな数字と捉えておられ

るか。 

 それから、障害、いわゆる３万円の給付のほうの

申請は98％なのだけれども、支給者は６割というこ

とで不支給決定者というのが結構多いですね。そう

いうことも影響しているかと思いますけれども、こ

れについてもこういう数字にならざるを得ない状

況、そのあたりをちょっとご説明を願えればと思い

ます。 

〇（高橋主幹） 菊池委員から平成28年度の臨時福

祉給付金の支給率、あわせて障害・遺族基礎年金の

支給率についてご質問をいただきました。 

 平成28年度の臨時福祉給付金の83％という申請

率、支給率は若干低いですけれども、こちらの申請

率につきましては平成27年度が約８割、そして昨年

前半に行いました高齢者向け給付金の申請率が

95％、今回は83％ということですけれども、まず前

回、昨年と比較すると若干、３％程度申請率は向上

していると。これは、この給付金の制度自体が浸透

されてきているのかと思っております。そして、昨

年前半の高齢者向け給付金から比較すると相当申請

率も下がっているわけですけれども、高齢者向け給

付金につきましては３万円の支給金額でございまし

た。今回の部分につきましては、その10分の１の

3,000円と金額が少ないということで申請を辞退さ

れている方が多数いらっしゃるのかとも思っており

ます。 

 続きまして、障害・遺族年金の部分の申請率に対

する支給率が低いという部分ですけれども、こちら

につきましては支給要件が昨年前半戦の高齢者向け

給付金を支給した方、受け取った方というのは対象

から除かれてしまいます。今回申請のあった不支給

の理由の方の７割ぐらいがその高齢者向け給付金を

受け取った方となっております。それが１点で、２

点目といたしましては遺族年金を受けている方で、

基礎年金部分というのはあくまでも18歳未満のお子

様を扶養している方というのが対象となります。で

すから、子育てが終わった方で遺族年金をもらって

いる方というのは今回対象にはならないと。障害の

ほうの対象者というのは、年金の障害等級が１級ま

たは２級ということで、かなりの重度障がい者の方

ということで、これもあくまでも障害者手帳の等級

と異なっていることからこういった結果になったの

かと思っております。 

 以上でございます。 

〇（菊池委員） 障害・遺族基礎年金の不支給決定

者というのが639人もいますから、今の説明も納得で

きるのですが、あと福祉給付金は金額によって申請

をする、しないという判断も出てきているのかなと

若干感じます。それでも対象者ともくろんだ２万

5,000人に対して申請者が約4,000人以上少ないとい

うのが、どういう状況でその4,000人の方が申請され

ないのかという、なかなかわかりにくいところです

けれども、こういう制度がことしも実施されるとい

うことで、以前から申請対象者と思われる方に通知

している、これは非常にいいやり方になってきてい

るとは思うのですけれども、しかしそれを申請でき

ない環境の高齢者もいると思うのです。その点で担

当部署の人は大変苦労されていると思います。来て

いない人にまた再通知したりしているのも聞いてい

ますから、その点もう少し申請数が上がってもいい

かなと思いながら数値は見ていました。どういう理

由で２万5,000人が２万人ぐらいにとどまっている

かという点、もし状況的に考えるところがあれば説

明願えればと思います。 

 以上です。 

〇（高橋主幹） 今、菊池委員からご質問をいただ

いたわけなのですけれども、支給対象者の把握につ

きましては、あくまでも国からの通知に基づく推計

による対象者数を割り返しております。それで、基

準日が１月１日ということで、その後申請の受け付

けまでの間にお亡くなりなっている方ですとか、そ



 - 14 - 

ういった方も多数いらっしゃいます。そういったこ

とから推計による対象者ということで、あくまでも

正確な数字ではないので、差異があるのかなという

のが１つと、あと、高齢者でなかなか申請ができな

い方もいらっしゃるのではないかというご質問につ

いては、高齢者福祉施設などのご協力もいただきな

がら対応していただいている部分もございますし、

実際にそういう独居老人の方がご利用しているヘル

パーなどから問い合わせをいただいて申請にご協力

いただいている部分などもございます。今後につき

ましても、一人でも多くの対象者の方へ支給ができ

るよう努めてまいりたいと思いますので、ご理解願

いたいと思います。 

 以上でございます。 

〇（隅田委員長） ほかにご質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇（隅田委員長） なければ、以上で保健福祉部か

らの報告を了します。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時１４分 休 憩 

                       

午前１１時１５分 再 開 

〇（隅田委員長） 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 次に、子ども未来部からの報告３件を議題といた

します。 

 理事者の説明を求めます。 

〇（三樹部長） ご苦労さまでございます。それで

は、私から子ども未来部が所管いたします報告事項

の概要についてご説明させていただきます。 

 初めに、１番目の常呂自治区にございます川沿保

育所の閉所についてでありますが、地域の児童数の

減少に伴いまして、本年３月31日をもって保育所を

閉所するものでございます。 

 次に、２番目、地域子育て支援事業についてであ

りますが、北見市常盤町におきまして整備が進めら

れております道営住宅の集会施設におきまして、子

育て支援を目的とする子育て支援センターを開設す

るものであります。 

 次に、３番目、ファミリー・サポート・センター

事業についてでありますが、会員組織を構築し、子

育てに関する相互援助活動を実施するファミリー・

サポート・センター事業について新たに取り組んで

まいりたいと考えております。 

 私からは以上でございますが、詳細につきまして

は担当課長から補足説明させていただきますので、

よろしくお願い申し上げます。 

〇（堀越課長） それでは、私から委員会資料に基

づきまして補足説明をさせていただきます。 

 委員会資料１ページをごらんください。常呂自治

区の川沿保育所の閉所についてでございますが、昭

和52年に保育所を開設し、現在川沿小学校に隣接し

た常呂町豊川におきまして地域に根差した保育を展

開しており、平成24年度より現在の指定管理制度に

よる地域運営委員会での運営を行ってございます。 

 川沿保育所の在籍児童数の年度別推移並びに本年

度における年齢別児童数を資料中段にお示ししてお

りますが、近年の児童数の減少により年齢別での保

育活動が困難な状況でありますことから、運営委員

会と保護者の皆さんとの間で今後の保育所のあり方

について話し合いが持たれ、現状よりも少しでも子

供たちの保育環境をよくしたいとの保護者の皆さん

の希望がありましたことから、運営委員会を通じて

市に対し、本年３月末をもって川沿保育所を閉所し

た旨の報告がなされたところであり、市としても運

営委員会並びに保護者の皆さんの意向でありますこ

とから閉所の決定をさせていただいたところでござ

います。 

 閉所後の対応につきましては、本年４月より在園

児は常呂自治区にございますかもめ保育所へ入所を

予定しており、川沿保育所に勤務する保育士につき

ましても引き続きかもめ保育所に勤務していただけ

ることとなっております。 

 なお、第１回定例会におきまして閉所に係る関係
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条例の一部改正につきまして提案を予定していると

ころでございます。 

 次に、資料２ページをごらんください。地域子育

て支援事業について、これまでの経過につきまして

ご説明をさせていただきます。現在、北海道の子育

て支援住宅として北見市常盤町１丁目にて道営住宅

であえーる常盤団地の整備事業が進められておりま

す。道の計画では、Ａ棟、Ｂ棟、それぞれ27戸の団

地整備として現在進められており、昨年10月には団

地１階に集会所兼遊びの広場が整備されたＡ棟が完

成いたしました。この子育て支援住宅としての団地

整備事業におきまして、北海道より北見市に対し、

Ａ棟に整備する集会所兼遊びの広場のスペースを活

用した子育て支援事業への協力要請があり、昨年１

月にオホーツク総合振興局を事務局とする協議会組

織が設立されております。この協議会におきまして、

これまで子育て支援事業を実施するに当たり、相談

室、給湯室、授乳室など必要となる諸室、機能面に

ついての協議が行われてきました。Ａ棟につきまし

ては10月に完成し、12月には全27戸の入居が完了し

ており、本年１月には入居者による自治会組織が設

立されましたので、今後自治会の代表の方も協議会

に参画いただき、集会所等の利用方法などについて

詳細な協議を進めていくこととなっております。 

 現在、市が予定している子育て支援事業の内容に

ついては、子育て親子の交流の場の提供と交流の促

進など各自治区で展開しております子育て相談セン

ター事業と同様の事業内容としており、場所につき

ましては道営住宅であえーる常盤団地Ａ棟１階の集

会所を予定しております。開館日につきましては、

平日週３日から４日、開館時間につきましては午前

９時から午後５時までの時間帯の中で５時間以上の

実施を予定しているところでございます。実施に当

たりましては、委託事業での実施を予定しており、

事業者の選定スケジュールなどにつきましては、資

料に記載のとおり４月より応募要領の配付、５月中

旬ごろには事業者を決定させていただき、６月より

事業を開始してまいりたいと考えております。 

 次に、資料３ページをごらんください。ファミリ

ー・サポート・センター事業についてでございます。

本事業は、保護者の急な残業や病気の際に育児など

の援助を行いたい者と援助を受けたい者が会員とな

って地域における育児に関する相互援助活動を行う

会員組織を構築し、会員相互の援助活動をもって地

域の子育て支援を行う事業でございます。 

 主な相互援助活動でございますが、保育施設まで

の送迎を行う。保育施設の開始前や終了後または学

校の放課後などに子供を預かる。保護者の病気や急

用等の場合、急な残業の場合や冠婚葬祭、他の子供

の学校行事の際などに子供を預かるなど、国のファ

ミリー・サポート・センター事業実施要綱に基づい

た援助活動を行うもので、原則援助を行う会員の自

宅において子供を預かる活動でございます。 

 次に、ファミリー・サポート・センターの主な事

業、役割についてでございますが、会員の募集、会

員の登録、会員同士の連絡調整のほか、会員に対す

る講習会の開催や会員同士の交流や事業の広報活動

などを担うこととなります。 

 ファミリー・サポート・センターの仕組みにつき

ましては、資料中段の図１によりご説明をさせてい

ただきます。図の中央、ファミリー・サポート・セ

ンターの本部は会員の募集、登録、会員同士の連絡

調整などを担います。①、登録の流れですが、援助

を受けたい者が依頼会員として、また援助を行いた

い者が提供会員としてファミリー・サポート・セン

ター本部に会員登録をしていただきます。依頼会員

が援助を受けたいとき、②、援助の申し入れを本部

に行い、依頼を受けた本部は③、条件等に合う提供

会員に対し援助の打診を行います。依頼会員、提供

会員、双方の条件等が整った場合は会員同士での契

約が成立し、④の援助は提供会員が依頼会員の子供

を預かる行為に当たり、預かり終了後、依頼会員は

規定の利用料金を⑤、報酬として提供会員へ支払い

ます。以上の流れがファミリー・サポート・センタ
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ーの仕組みでございます。 

 次に、事業の実施方法についてでございますが、

援助活動の時間帯は午前７時から午後９時までと

し、原則児童の預かりは提供会員の自宅で行ってい

ただきます。また、事業の実施に当たっては、委託

事業での実施を予定しており、事業者の選定スケジ

ュールなどについては資料に記載のとおり４月より

応募要領を配付し、５月中旬ごろには事業者を決定

させていただき、６月には事業を開始してまいりた

いと考えております。 

 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

〇（隅田委員長） 説明が了しました。 

 質疑のある方は発言願います。 

〇（鈴木委員） まず、２ページの地域子育て支援

事業でありますけれども、委託事業ということです

が、何名ぐらい配置するのかということと、それか

らどのぐらいの金額で委託するのかお知らせくださ

い。 

 ファミリー・サポート・センターのことについて

も同じでありますけれども、この予算もどのぐらい

見込んでいるのか教えてください。 

 それから、この部分では、行政がどこに入ってい

くのか。委託ですから直接入ることはないのですけ

れども、児童を預かるときはその提供者の会員の自

宅という形になるわけであります。いろいろな住ま

いがあるわけでありまして、中には危険な状況等も

あるかと思います。その辺のところというのは、ど

のように調整を図るのか。かなり見えない部分があ

りますので、この事業を始めるということは行政の

責任も相当あると思いますので、その辺のところを

お知らせください。 

 また、保育施設までの送迎を行うというのは、保

育所または幼稚園へ迎えに行ってということだと思

いますが、この辺のところをちょっと教えていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

〇（菊池委員） 私は、２つ目の地域子育て支援事

業ですけれども、これは北見市がやっている子育て

支援センターと位置づけは同じなのでしょうか。 

 それから、ここの施設を利用できる方というか、

道営住宅となっていますけれども、特別道営住宅に

意識をしてやると考えてしまうと、例えば10年後、

この道営住宅に子育てが必要なくなるということに

なりますと、要は住人がどんどん変わっていく住宅

ではないので、多くは長く住まわれる可能性がある

と。そういうこととこの施設の関係がどのようにな

っているのか。 

 それから、例えばこの住宅に入っている人がほと

んどこの施設を利用するというのであれば、駐車場

はその道営住宅の駐車場でいいのですけれども、新

たに外から、ほとんどが外から来る人が利用すると

なればそういう施設が必要なのですけれども、そう

いう施設になっているのかどうか、そのことも含め

て説明を願えればと思います。 

〇（苅込係長） それでは、まず鈴木委員からご質

問いただきました拠点事業、ファミリー・サポート

・センター両事業の委託料の考えなのですが、まず

拠点事業につきましては配置人数は非常勤を含めて

ですけれども、２名程度を予定しています。週３日、

４日程度を見込んでおりまして、委託料の額につき

ましては年間で396万3,000円を予定しています。こ

れは、ちょっと予算上の額なのですが、この金額に

つきましては国の…… 

〇（隅田委員長） 暫時休憩いたします。 

午前１１時２９分 休 憩 

                       

午前１１時３０分 再 開 

〇（隅田委員長） 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 理事者の答弁を求めます。 

〇（苅込係長） 申しわけございません。まず、子

育て支援センターの委託業務なのですが、国の補助

基準額に基づきまして、おおむね金額的には390万円
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程度が補助基準額となっております。 

 もう一つ、ファミリー・サポート・センター事業

に関しましては、これも国の事業補助要綱がござい

ます。この基準額に基づきますと、年間で約200万円

程度の委託料を見込んでおります。 

 私からは以上です。 

〇（堀越課長） 鈴木委員からファミリー・サポー

ト・センター事業の事業内容、保育施設等までの送

迎など、どういう内容になっているのかというご質

問、あわせて菊池委員から子育て支援事業に関し、

どういう方々が利用できるのか、そういったご質問

をいただいているところでございます。 

 まず、ファミリー・サポート・センター事業につ

きましては、国の事業実施要綱に基づく事業活動を

基本に考えておりまして、資料にも記載させていた

だいておりますが、保育施設までの送迎を行うなど

の相互援助活動などが対象となっております。具体

的には、会員それぞれ預けたい方、提供会員、依頼

会員という会員同士のご相談事項ということにはな

ってくるのですが、一例を挙げさせていただければ、

まず、送迎の依頼を受けた提供会員が依頼会員の方

のご自宅を訪問して子供を預かり、子供が通ってい

らっしゃる施設へ送り届けるということもパターン

といいますか、そういうこともあります。もう一つ

については、今度は送迎をお願いしたい方が子供を

提供会員の方のご自宅に送っていき、そこをスター

トとして施設に送り届ける、保育園等が終わって迎

えに行くときについても同様のことが想定されるの

かと思っております。あくまでも詳細につきまして

は利用時間等、道内各市町村でも既に実施されてき

ている事業内容ということもありまして、料金の設

定など、今後詳細を詰めていくことになりますけれ

ども、30分当たりあるいは１時間当たりの利用料金

の設定をさせていただく予定でございますので、ど

こから援助活動がスタートするのか、そこが当事者

のご相談事項になってくるのかと思っております。 

 次に、菊池委員から子育て支援センターについて、

どういう方々が利用されるのかというご質問をいた

だいております。現在、私ども道から聞いているで

あえーるの入居条件というところでございますけれ

ども、現在Ａ棟が完成しておりまして27世帯中、子

育て向けの世帯については９世帯を専用の住宅とし

て用意されているということをお聞きしておりま

す。まず、入居の条件につきましては、入居時に未

就学児のお子さんが１人以上いることが条件とされ

ているとお聞きしております。もちろんご質問の中

にございましたとおり、入居されるときは小さいお

子さんでも成長していきますよねというお話もあっ

たかと思いますけれども、道営団地の集会施設を活

用させていただくという中でこれまで協議会組織が

設置されております。その中でもいろいろ疑問点な

どを確認しておりまして、入居者の方も当然含みま

すけれども、それ以外の地域の方、現に市で実施し

ております子育て相談センターについても利用の多

くの方がゼロ歳、１歳、２歳の小さなお子さんをお

持ちのお母さんたちがほとんどだということでござ

いますので、地域を限定せず利用していただけるよ

うな事業を展開してほしいという要請もあるところ

でございます。 

 また、駐車場についてのご質問もいただいている

ところでありますが、これも建設時のときの話し合

いといいますか、意見交換の中で十分な駐車場を用

意していただけるのか確認をさせていただいている

のですが、残念ながら10台、20台という集会施設を

利用する外部からの方が駐車できるスペースまでは

確保できないということでお話は伺っております。 

 以上でございます。 

〇（鈴木委員） 何回も聞いて申しわけないです。

ファミリー・サポート・センターの事業についてな

のですけれども、保育施設までの送迎を、送ってい

ったり迎えに行ったりして自分の家で預かっておく

という形なのですけれども、このことも含めて、そ

れから提供者の会員も含めて、例えば車の事故とか

そういった関係がありますから、そういったことを
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確認するのか。また、誰が確認するのか。さらに、

児童の預かりの提供者の会員の自宅、先ほど言った

こと、それも安全であるということの確認を誰がす

るのかということを教えていただきたいと思いま

す。 

 それから、選定スケジュール、委託するわけです

けれども、選定する業者というのはこの本部を選定

するのか、募集するのか、そこのところも教えてい

ただきたいと思います。ここが本部という形になれ

ば、５番の報酬というのは依頼会員から提供会員に

直接払われるのではなくて、本部に払われて、本部

から提供会員に払われるのではないかという気がす

るのですけれども、その辺のこともちょっと教えて

ください。 

〇（菊池委員） 地域子育て支援センターですけれ

ども、駐車場が確保されていないというのは不安材

料ですね。入居されている方のところに停まったり

すると、道営住宅の場合は今はお金を払っています

から、そういう不協和音が発生しそうな状況ですし、

ここにオホーツク総合振興局を事務局とする協議会

が設立されたと。課長の説明が主体的でないのです。

聞いておりますという表現となりますと、この協議

会の中に北見市は入っていないということなのでし

ょうか。そうなりますと、この施設を利用する方は

道の主体で事業を推進すると。北見市には子育て支

援事業への協力要請がありという文書になっている

ので、この常盤町の子育て支援センターが、これま

で北見市がやってきた支援センターと同じような内

容と言ったらいいのか、運営の姿が確保されるのか

どうかが余り見えないのです。課長が聞いておりま

すなどと言われるものですから、何か協力要請を受

けて、北見市としてこういう心構えで取り組みます

と言っていただけないので、若干何となく、もう入

居者は完了していると言っているのに、こういう状

況で果たしていいのかなと思っておりますが、その

点いかがでしょうか。 

〇（堀越課長） 菊池委員から、再度子育て支援セ

ンターの内容についてご質問をいただいておりま

す。協議会組織が設立されておりまして、保育課を

含め子ども未来部関係部署など市の関係部署も参画

させていただきながら協議を進めてきているところ

であります。事業の主体については、道からの要請

を受けたのは事実でございますが、事業を実施する

主体については北見市が実施していくというスタン

スでございます。 

 また、鈴木委員から事故等が発生した場合などの

心配ということでご質問をいただいているところで

ありますけれども、国の事業の実施要綱にも規定は

ございまして、まず、ファミリー・サポート・セン

ターを実施する場合については傷害保険等への加入

が義務づけられております。また、会員同士の援助

活動という内容でございますので、まずは考え方な

のですけれども、子供が何かけがをした。あるいは、

送迎のときに、ほとんどの方が自家用車を利用され

るのだと思われますけれども、そういった場合、援

助活動中に起きた事故については、基本的には、ま

ず当事者同士で対応をしていただくというのが国の

事業としての考え方となっております。しかしなが

ら、北見市が実施主体として委託事業で行っていく、

ご自宅、いろいろな自宅がありますよねというご心

配もあったかと思うのですけれども、まず、預かり

を行ってもいいと言っていただける会員の方の登録

をする段階におきまして、国が定めております講習

会、規定の科目数、時間数を受けていただくという

ことが大前提になってきます。その上で、ご自宅で

預かることを原則としておりますので、当然、安全

対策等についても講習会できっちり理解していただ

いた上でお子さんを預かっていただく、そういった

事業内容ということになってございます。 

 私からは以上でございます。 

〇（菊池委員） 先ほどの地域子育て支援事業につ

いてですけれども、この事業は北見市の条例として

規定をし、市職員の対応により支援センターを運営

するということでいいですか。そこを説明してくだ
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さい。 

〇（堀越課長） 再度菊池委員より子育て支援セン

ターの事業実施についてご質問をいただきました。

現在、北見市においては、市が条例で設置しており

ます各自治区１カ所、合わせて４カ所の子育て相談

センターと北見自治区の中で１カ所、委託事業で事

業を実施している支援センターがございます。今回、

道営住宅の集会施設の場所を活用させていただく事

業については委託事業で実施を予定させていただい

ておりますので、市の職員が配置されるという考え

ではございません。 

 以上でございます。 

〇（鈴木委員） 答弁漏れで、先ほどの選定ですか、

プロポーザル方式にするという形の中で委託するも

のなのですけれども、本部を選定するのか、それと

もファミリー・サポート・センター全体をするのか、

その辺のところを先ほど聞いたのですけれども、お

答えいただけませんでしたので、お答えをお願いい

たします。 

 また、こういったニーズというのは、調査か何か

をされて必要だという形の中でやるのでしょうか。

それとも、国からたまたまこういう事業がおりてき

たからやるというのか、その辺のところも教えてい

ただきたいと考えます。 

 さらに、提供者においては国の定める講習会等を

受けて安全だという資格を取るのかどうかわかりま

せんけれども、認定された上で始めると。６月１日

から始めると言うのですけれども、間に合うのです

か。この辺のところもちょっとお伺いいたします。 

 以上です。 

〇（中野係長） 鈴木委員からのご質問、委託の状

況の関係ですが、これはファミリー・サポート・セ

ンター事業の提供会員、依頼会員の登録の手続等の

事務及び調整をする事務を委託する形になります。

会員からの依頼を調整したり、登録の会員証を交付

したり、登録の手続をする事務をその本部に委託す

る形になります。ですので、報酬につきましては依

頼会員から直接提供会員にお支払いをします。それ

は、援助活動をしていただいた報酬として直接お支

払いします。市が委託する事務は、提供会員の登録

と調整ですので、いわゆる人件費等、そのために事

務を行うためのパンフレット、広報活動等の事務費

として子ども・子育て支援交付金が財源になります

けれども、その経費をもって委託をする形になりま

す。 

 それと、講習会につきましては、６月の開始をめ

どにしておりますが、子ども・子育て支援事業計画

のニーズ調査において、ファミリー・サポート・セ

ンター事業についての希望はあるというところで、

計画の中でも現在類似の事業を、いわゆる独自の一

時預かり事業、また、このファミリー・サポート・

センターと同様な事業をやっている個人、ＮＰＯ法

人がございます。計画の中でも今、類似事業を実施

していることから、市として事業を実施するに当た

っては、委託にするか市が直接実施するかというこ

とを検討していくという計画にもなっており、それ

に基づきまして、今回につきましては委託で類似事

業をやっている事業者もおりますことから委託で実

施をしていきたいと考えております。そこには当然

今まで事業を実施している提供会員がいるものです

から、当然のことながら講習等も確認しながら事業

を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

〇（堀越課長） 鈴木委員からのご質問で、補足の

説明をさせていただきます。 

 現在、市内で国が示している講習内容、講習会開

催状況について補足をさせていただきたいと思いま

すけれども、北見市女性センターの自主事業として

実施していると聞いておりますが、平成14年度より

仕事と家庭両立支援ということを目的とした保育サ

ービス講習会が年１回開催されておりまして、全９

科目ということで８日間の講習日程において講習会

がもう既に開催されておりまして、相当数の受講済

み者が市内にはいらっしゃる状況になっておりま
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す。このことから、会員組織を構築していく中で先

ほど担当係長からもご説明させていただきました

が、現に類似事業ということで民間団体が取り組ん

でいらっしゃる部分もありますので、そういったこ

れから新たに講習を受けて６月に備えるかというこ

とでもないものですから、その辺については一定程

度の提供会員が見込めるということで考えておりま

す。 

 以上でございます。 

〇（鈴木委員） そのニーズのこと等、要するにど

れだけのものがあるかというのを調査するというの

は、要するに先にやっている人がいるということで

すね。ということは、市は国から来た事業をそっく

り丸投げするのだと、北見市でやらないでＮＰＯ法

人に丸投げするのだという受けとめ方でいいです

か、部長。 

〇（三樹部長） ただいまの鈴木委員のご質問でご

ざいますけれども、丸投げするということでは決し

て私ども思っておりません。平成27年度に作成いた

しましたこの計画の中に位置づけしているというの

は、前段にきちんと市民の意識調査等、ニーズ調査

を含めた中でこういった事業もやっていくべきだと

いうことで平成29年度に位置づけしている事業とい

うことでございます。そういった前段の調査の中で、

ニーズはあるということを間違いなく押さえており

ます。 

 それと、さらに具体的に言いますと、今、一例で

保育所の送迎という部分が出ましたけれども、小学

校に上がったお子さんでも、今私どもの所管する青

少年課で児童センターをやってございます。その児

童センターの時間も例えば５時までですとか６時ま

でというところでのその後の部分で、基本はお父さ

ん、お母さんが迎えに行くという形のところでの送

迎になっていますけれども、お父さん、お母さんが

なかなかお仕事で迎えに行くことができない。例え

ば午後７時、８時ぐらいまでかかってしまうとか、

そういう場合あるいは朝早くから出勤して親がいな

くなってしまうというお子さんがいた場合には、今

のところ今の全体の行政サービスの中では、そこま

で手が届く状況にはなっていないのです。ですから、

このファミリー・サポート・センター事業をやるこ

とによって、そういう細かい部分ではあるのですけ

れども、すき間となっているようなところをこの事

業をやることによって埋めることができると私ども

考えております。そんなことで、これを市が直営で

やるということになると、これはやはり人的な部分

もあり、国の補助事業ということになっております

ことから委託という形の中でやらざるを得ないのか

と考えているところでございます。何はともあれ、

そういったことで間違いなく北見市内の子供たちに

とって、お父さん、お母さんにとって住みやすい環

境づくり、子育てしやすい環境づくりになると私ど

も信じてこの事業をやりたいと考えておりますの

で、何とぞご理解をお願いしたいと思います。 

〇（隅田委員長） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇（隅田委員長） なければ、以上で子ども未来部

からの報告を了します。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時５３分 休 憩 

                       

午前１１時５３分 再 開 

〇（隅田委員長） 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 以上で本日の委員会を終了いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

午前１１時５３分 閉 議 

                       


